
「株式会社ソディック 社外役員の独立性に関する基準」 

 当社は、経営の監督機能及び透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、当社が定める

以下の基準に照らして、当社グループと特別な利害関係がなく独立性を確保できる人材を社外役員１に招聘して

おります。 

 

1．当社の社外役員が独立性を有していると判断される場合には、当該社外役員が以下のいずれの基準にも該当

してはならないこととしています。 

① 当社グループの業務執行者2である者 

② 当社グループを主要な取引先3とする者（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執

行者である者） 

③ 当社グループの主要な取引先である者（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執

行者である者） 

④ 当社グループから役員報酬以外に、一定額4を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公

認会計士、税理士又はコンサルタント等（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務

執行者である者） 

⑤ 当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者（当該関係を有する者が法人等の団体で

ある場合は、その業務執行者である者） 

⑥ 実質的に当社の総議決権の10％以上の株式を保有する株主である者（当該株主が法人等の団体である

場合は、その業務執行者である者） 

⑦ 実質的に当社グループが総議決権の10％以上の株式を保有している法人の業務執行者 

⑧ 当社グループと重大なビジネス上の関係や重大な利害関係を有する者（当該関係を有する者が法人等の

団体である場合は、その業務執行者である者） 

⑨ 上記①～⑧に過去３年間において該当していた者 

⑩ 上記①～⑨に該当する者が重要な者5である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族 

（注）1．社外役員とは、社外取締役及び社外監査役をいう。 

2．業務執行者とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、会社以外の法人・団体の業務を

執行する者及び会社を含む法人・団体の使用人（従業員等）をいう。 

3．主要な取引先とは、直近事業年度の当社グループとの取引額が双方いずれかにおいて連結売上高

の2％以上の取引がある者（当該取引先が法人等の団体である場合は、その業務執行者）をいう。 

4．一定額とは、その価額の総額が、個人の場合は1事業年度につき1,000万円以上、法人等の団体の

場合は双方いずれかにおいて連結売上高の2％を超えることをいう。 

5．重要な者とは、業務執行者のうち、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員等の重要な業務

を執行する者をいう。 

 

2．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。 


